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COVID-19の影響による2021年度中間納付の免除の直接適用又は

申請に関する規定、及び12月決算企業の中間納付について

財政部は2021年8月6日付で台財税字第11004598580号解釈通達を公告しました。COVID-19による影響を受けた営利事業者

は、「厳重特殊伝染性肺炎予防及び救済振興特別条例」（以下、救済条例）の施行期間(2020年1月15日から2022年6月30日)

において、下表の状況を満たす場合、国税局への2021年度営利事業所得税の中間納付の免除申請、又は免除の直接適用

ができます。

上記の規定を満たさず、中間納付申告を行う必要がある企業について、次ページの関連規定をご参照ください。
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右記の状況のいずれかを満たす者

1. 12月決算企業は2021年9月1日～

2021年9月30日の中間納付申告期間

において、2021年度営利事業所得税

中間納付の免除を申請する。

2. 特殊会計年度を採用する企業で3月

決算の場合 は、2021年12月1日～

2021年12月31日の期間に申請する。

一. 中央目的事業主務機関が救済条例第9条第3項に基づき定めた細

則に基づき、救済関連措置を受けている。

二. その他COVID-19の影響により短期における売上高が急減した。

（例えば、2020年1月から連続2か月の平均売上高又はいずれか1

か月の売上高が2019年7月から12月の平均売上高或いは2018年

以降の何れか一年間の同期の平均売上高より15%以上減少した、

又はその他売上高が急減した状況があった場合。）

申請書類ダウンロード：営利事業所得税中間納付申告の免除申請書

https://www.mof.gov.tw/download/d5d3066d1c42487fb465ce5380c8d
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営利事業者が2021年度中間納付申告

期間の開始前において、右記の状況の

いずれかを満たす場合、2021年度営利

事業所得税中間納付の免除を直接適用

することができ、申請手続は不要。

一. 財政部が2020年7月31日付で公布した台財税字第10904595840号

通達の規定を満たし、所得税法第69条第6号の規定に基づき、

2020年度営利事業所得税中間納付が免除された営利事業者。

即ち、前年に条件を満たし、2020年度営利事業所得税中間納付が

免除された営利事業者は、本年度において免除の再申請は不要。

二. 財政部の2020年3月19日付台財税字第10904533690号通達及び

2021年6月3日付台財税字第11004575510号通達に基づき、納税

の延期又は分割納税が許可された者。

三. 財政部の2020年5月13日付台財税字第10904556490号通達又は

2021年6月25日付台財税字第11004573290号通達に基づき、営業

税の過大納付税額の還付が承認された者。

https://www.mof.gov.tw/download/d5d3066d1c42487fb465ce5380c8daee
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12月決算企業の営利事業所得税の中間納付の時期（9/1

～9/30）になりました。COVID-19の影響を受けている会社

は前ページの規定に基づき、中間納付の免除を申請する

ことができる、又は免除を直接適用することができます。

前ページの規定を満たさない企業は中間納付を行う必要

があります。

営利事業者は上半期の実際の経営状況を考慮し、当期上

半期の収益が減少し、前年度の納税額の1/2を中間納付

することが会社にとって不利になる場合は、公認会計士の

税務監査を受けた上半期（6か月間）の実際の所得額に基

づいて中間納付税額を計算することができます。こちらに

ついては、監査手続の手配のため、早めに担当会計士と

検討するようお勧めします。

１．納付期間

原則として９月1日から９月30日までとされています。これは

12月決算企業を前提としており、その他の決算月の企業に

ついては、期首から９カ月目にあたる月に中間納付を行う

必要があります。３月決算の場合は、12月１日から12月31

日までになります。

２．納付税額計算及び申告方法について

①一般申告

納付税額：

2020年度確定申告納付税額の２分の１

申告方法：

中間納付税額申告書を作成し、中間納付税額領収書及び

税額控除証明書類を添付し、管轄税務機関に申告します。

投資税額控除、行政救済未控除税額及び源泉税額を中間

納付税額から控除しない場合は、中間納付税額を納付する

ことで、中間納付税額の申告が免除されます。以下の「電

子申告納税サービス」ウェブサイトで納付書をプリントアウト

できます。

https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW144W3

営利事業者の各種控除前の中間納付税額がNT$2,000以

下の場合、中間納付が免除されます。

②実額申告

納付税額：

青色申告適用事業者又は会計士の税務監査を受け期限内

に申告する会社は、2021年度上半期実績により所得税法

に基づいて計算した上半期所得税額をもって中間納付税額

とすることができます。2021年度の営利事業所得税の税率

は20 %です。徴収免除額を含めてまとめると下表の通りで

す。

３、中間納付税額からの外国税額控除

②実額申告の場合、上半期に外国で納めた税額について

は、控除限度額内において当該源泉地等にて発行された

（台湾領事館等の認証済）証憑を税務機関に提出すること

により控除することが出来ます。

12月決算企業の営利事業所得税（法人税）の中間納付について

年度
年間課税所得額

(P)
営利事業所得税額

(T)

2021

P ≦ 120,000 徴収免除

120,000 < P ≦ 200,000 T= (P–120,000) ÷2

200,000 < P T = P x 20%

https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW144W3
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW144W3
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